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令和２年分からの年末調整の簡便化について 

 

 

●年調ソフトを公開します・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 ・ 年末調整手続の電子化とそのメリット 

 ・ 「年調ソフト」の概要と入手方法 

 ・ 「年調ソフト」の主な機能 

●マイナポータル連携始まります・・・・・・・・・・・・・・５ 

 ・ マイナポータル連携の概要及びそのメリット 

 ・ マイナポータル連携の対象情報 

 ・ マイナポータル連携の準備 

●チャットボットによる税務相談が始まります・・・・・・・・７ 
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年調ソフトを公開します 
令和２年 10月１日から年調ソフト（年末調整控除申告書作成用

ソフトウェア）を公開します。 
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マイナポータル連携始まります 
令和２年 10 月１日からマイナポータル連携による年末調整の

簡便化が始まります（確定申告の簡便化は令和３年１月から始ま

ります）。 
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〇チャットボットによる税務相談が始まります。 

 令和２年 10 月 28 日から、チャットボットによる年末調整の相談

が始まります（所得税の確定申告の相談は、令和３年１月中旬から

始まります）。年末調整の各種申告書で受けられる控除や書き方など

のよくある質問に回答します。 
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（参考）年末調整の相談範囲 

 主に、従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際によくある次の質問

に対応します。 

・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関する質問 

・年末調整で適用される控除に関する質問 

・令和２年分の税制改正に関する質問 

・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う

年末調整の手続に関する質問 など 


